
【三重県】
令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
（運動部活動の地域移行に向けた実証事業）

自治体名 三重県

担当課名 三重県教育委員会事務局 保健体育課

電話番号 ０５９－２２４－２９７３
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１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における都道府県の現状・課題

部活動は、体力や技能の向上を図る目的以外にも、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、

連帯感の涵養に資するなどの教育的意義を有しており、これまで学校部活動として教職員が担ってき

たが、少子化の進行による生徒数の減少や指導者不足などのため、学校部活動を従前と同様の体

制で運営することは難しくなっており、学校や地域によっては存続が厳しい状況にあります。

将来にわたり生徒がスポーツ･文化芸術活動に継続して親しむことができる機会を確保するため、学

校部活動の維持が困難となる前に、学校と地域との連携･協働により、生徒の活動の場を整備する

必要があります。

三重県では、各市町によって、中学校の数や生徒数、部活動の種類、受け皿となり得る団体、指

導者や活動場所、移動手段の状況が異なり、直面している課題もさまざまであることから、画一的に

推進していくことは困難な状況にあります。

このため、各市町の状況を把握し、好事例の共有等を図るとともに、地域の実情に応じた取組を進

める必要があります。まずは、部活動に外部指導者を入れるなどの地域連携から始めたり、可能な部

活動から総合型地域スポーツクラブ等に地域移行したりするなど、中学校の休日における部活動の

段階的な地域連携・地域移行を進めます。

人口 １，７２２，８５９人 部活動数 １，５８０部活

市区町村数 １４市１５町 都道府県の協議会・検討会議
等の設置状況

設置済

公立中学校数 １５０校 都道府県の推進計画・ガイドラ
イン等の策定状況

策定済

公立中学校生徒数 ４４，１０２人

実証事業に参加した
市区町村数

２市２町

実証事業に参加した拠点校数
（域内の合計）

３８校

地域クラブ活動に取り組んだ
部活動数（域内の合計）

８１部活
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２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール

▼事業実施体制図（都道府県と市区町村における推進体制図） ▼行政組織内での役割分担

⚫ 教育委員会（保健体育課）

主に、市町等教育委員会との連携・連絡、指導助言を担っている。また、「部活動

のあり方検討委員会」を開催し、有識者の意見をまとめ、生徒のニーズを把握し、新

たなスポーツ・文化芸術環境の整備方法等を検討している。また、スポーツ推進課、

文化振興担当課と協働し、ガイドラインの策定、推進計画の策定に取り組んだ。

⚫ 首長部局（スポーツ推進課）

主に、県スポーツ協会と連携し、市町のスポーツ課・市町のスポーツ協会と連携して

いる。総合型地域スポーツクラブのニーズを把握し、新たなスポーツ・文化芸術環境の

整備方法等を検討している。部活動および地域クラブ活動指導者研修の周知や募

集を地域の指導者に対して行った。

三
重
県

業務委託

四日市市

菰野町

大台町

志摩市

①部活動のあり方検
討委員会

②市町等教育委員会
担当者との部活動のあ
り方意見交換会

③部活動および地域
クラブ活動指導者研
修

③コーディネーターによ
る県内全市町との個
別面談

楠スポーツクラブ（総合型）、さんさん（総合型
）、うつべスター（総合型）、剣道協会、野球
連盟に業務委託。３校で総合型で活動。野球・
剣道は拠点型で四日市市内中学校が参加。

元気アップこもの（総合型）に業務委託。
２校１９部活動が参加。

教育委員会が運営主体となり、大台町ソフトテニ
ス協会に依頼。１校１部活動が参加。

クラブ志摩（総合型）に業務委託。
１校１部活動が参加。

４月
４市町において、地域クラブ活動開始

５月
第１０回市町等教育委員会担当者との部活動のあり方意見交換会

６月
部活動改革コーディネーター配置

第１回部活動のあり方検討委員会

８月
第１１回市町等教育委員会担当者との部活動のあり方意見交換会

９月
第２回部活動のあり方検討委員会

10月
第１２回市町等教育委員会担当者との部活動のあり方意見交換会

11月
第３回部活動のあり方検討委員会

12月
第１３回市町等教育委員会担当者との部活動のあり方意見交換会

三重県部活動ガイドラインおよび新たな地域クラブ活動方針策定

部活動および地域クラブ活動指導者研修配信開始

２月
第１４回市町等教育委員会担当者との部活動のあり方意見交換会

３月
第４回部活動のあり方検討委員会
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ア．関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

広域的な活動を行う部活動改革コーディネーターを配置し、関係団体・市町等との連絡調整・指導助言等を行いました。取組事項

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

特に
工夫した
事項

今後の
課題と
対応方針

部活動改革コーディネーターが県下全２９市町を訪問し、担当者に個別面談を行い、部活動の地域連携・地域移行における協議会での
協議の状況、課題解決に向けた対応策、現在の地域移行の進捗状況や今後の取組予定などを聞き取りました。また、他市町の好事例や対
応策に対する指導・助言など丁寧に情報共有することができました。
はじめは、部活動の地域移行に関する知識が十分ではなく市町担当者からの質問を持ち帰ることも多かったですが、「部活動のあり方検討委
員会」や「市町等教育委員会担当者との部活動のあり方意見交換会」へ参加することによって経験を積み指導助言ができるようになってきまし
た。
２９市町全てを訪問するには、旅費の積算が少なく、各市町へ複数回訪問するための旅費を確保したいと考えます。

もともと本課が作成していた、２９市町の取組状況をもとに、修正・更新しました。各市町における課題や、今後の地域移行の取組、地域連
携の取組をまとめました。
来年度、実証事業に参加する市町も増えるようで、県下で着実に地域移行は進んでいます。
しかし、地域連携・地域移行に関する知識が定着していない市町もあり、そのような市町への訪問回数を増やし、面談、さらには協議会などへ
の参加にも取り組み、指導・助言の程度を手厚いものにする必要があります。

来年度も、同じく部活動改革コーディネーターを配置し、各市町と連絡調整、指導・助言を続けていきます。本県は、令和２年から「市町等
教育委員会担当者との部活動のあり方意見交換会」を行っており、市町教育委員会担当者とは連携が取れているので、コーディネーターしか
できない、市町に寄り添った指導・助言を模索していきたいと考えます。
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

第１回あり方検討委員会事項書 第２回あり方検討委員会事項書
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

第３回あり方検討委員会事項書 令和５年度部活動及び地域クラブ活動指導者研修実施要項
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

コラム コラム
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３．今後の方向性

地域連携・地域移行の推進に向けた今後のロードマップ

○改革推進期間

令和５年度～７年度改革推進期間における休日の部活動の地域連携・地域移行イメージ

国

令和５年度 令和６年度 令和７年度

　

　　※市町・学校・部活動によって、
　　実施主体等が混在する見込み

県

市町

・

学校

令和８年度以降

関係団体等の協力のもと、部活動地域移行に向けての体制整備

指導者の資質向上等に係る研修会の実施

地域スポーツクラブ活動体制整備事業による市町の支援

各市町担当者との意見交換会の実施

部活動ガイドラインおよび新たな地

域クラブ活動方針の作成

協議会の設置

休日の部活動の段階的な地域連携・地域移行を開始

部活動の地域移行に係る周知（教職員、保護者・生徒及び地域）

部活動の地域連携・地域移行に向けた環境整備をサポートするための相談窓口の設置

兼職兼業の整備・実施

管内実態の把握、方針等の作成

兼職兼業の整備・実施

推捗管理中学校の休日の部活動の地域移行に向けたあり方検討委員会（協議会）の開催

先進事例情報提供・市町への助言等

人材育成

国実証事業

国庫補助事業等（財源確保）

〇協議会の定期開催

・地域連携・地域移行の推進

・地域連携・地域移行の進捗管理

※地域連携・地域移行の推進につ

いては別紙イメージ図参照



【三重県菰野町】
令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
（運動部活動の地域移行に向けた実証事業）

自治体名 三重県菰野町

担当課名 教育課

電話番号 059-391-1155
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１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

町内の中学校では生徒数の減少に伴って運動部活動の募集を見送り、廃部と

なる運動部活動が出てきており、子どもたちのやりたいスポーツ活動ができない環

境となりつつある。また、町内の生徒1160名のうち100名は部活動に所属せず、

校外の活動を行っており、現在の部活動の在り方では子どもたちのニーズに応えら

れていない現状も見られる。こうした状況の中、R5年度の地域移行の取組として、

町内両中学校に21の地域クラブ活動を設置した。また、菰野町部活動地域移

行推進協議会を立ち上げ、4回の協議会を通じて、課題の洗い出しを行ってきた。

R5年度に行った生徒用アンケートによると、R5地域クラブ活動指導者による指導

に「満足している」「どちらかといえば満足している」と回答した生徒は約88％（図

１）、保護者用アンケートでは約83％（図２）と約8割以上の生徒及び保護

者が地域クラブ活動への移行を前向きに捉えていることが分かった。対して、顧問

用アンケート（図３）では、R5年度の取組に対して「満足している」「どちらかとい

えば満足している」と回答した割合が52.9%であり、生徒及び保護者と比較する

と、取組に対しての課題を感じていることが分かる。特に、中学校に設置されている

すべての部活動を地域移行させるためには指導者が不足している点や、地域クラ

ブ活動指導者と生徒との間での信頼関係の構築、平日の部活動を含む学校部

活動の顧問との連携に課題があることが分かってきた。

人口 41028人 部活動数 2８部活

公立中学校数 2校 市区町村の協議会・検討会議
等の設置状況

設置済

公立中学校生徒数 1160人 市区町村の推進計画・ガイドラ
イン等の策定状況

推進計画策定に向けて準備中
ガイドライン策定済み

図１ 生徒用アンケート

図2 保護者用アンケート

図3 顧問用アンケート
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２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール
4月
学校及び地域クラブ活動指導者への本年度事業の説明
R５年度の事業説明用リーフレットを生徒、保護者へ配布
地域クラブ活動募集開始
地域クラブ活動開始（指導者の確保ができた活動より）

７月
第１回指導者研修会実施

９月
第１回推進協議会開催

10月
生徒、保護者、顧問、地域指導者アンケート実施

▼運営体制図（市区町村における推進体制図） ▼行政組織内での役割分担

⚫ 教育委員会（教育課）

学校部活動の在り方検討
県教委及び学校との連絡、連携、調整

⚫ 首長部局（コミュニティ振興課）

地域クラブ活動の在り方検討
総合型地域スポーツクラブとの連絡、連携、調整

菰野町立中学校

地域クラブ活動

協力

学校部活動

三重県教育委員会

菰野町教育委員会 首長部局

連絡・連携
連絡・連携

調整

総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ

指導者調整連絡・連携

指導者の管理、謝金等支払い

コーディネーター

11月
第２回指導者研修会
第２回推進協議会開催

12月
第3回推進協議会開催

1月
第４回推進協議会開催（次年度に向けて）

2月
第３回指導者研修会、地域クラブ活動指導者意見交換会
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ア．関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

取組事項

コーディネーターを総合型地域スポーツクラブの「元気アップこものスポーツクラブ」事務

局に配置したことで、右図の様に、事務局と学校との連絡調整が円滑に行われた。

また、コーディネーターは事務局と教育委員会、首長部局との連絡調整も行う体制

を整備することができた。

事務局内には事業費の運営や調整のため、事務処理を行う運営補助スタッフを配

置し、円滑な運営体制の整備を行った。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

コーディネーターには、地域指導者と部活動顧問への事業説明、菰野町部活動推

進協議会等にも参加してもらった。このことにより、地域クラブ活動指導者や学校部

活動の状況を情報共有することができた。
特に

工夫した
事項

コーディネーター参加の各種会議等（一部抜粋）
地域指導者へ事業説明（4月6日）
部活動顧問へ事業説明（4月12日）
第1回菰野町部活動地域移行推進協議会（9月27日）
第2回菰野町部活動地域移行推進協議会（11月22日）
第3回菰野町部活動地域移行推進協議会（12月27日）
第4回菰野町部活動地域移行推進協議会（1月17日）

今年度の取組から、長期的な地域クラブ活動の実施には、今後も町の担当部局及び学校との連絡調整を行うコーディネーターの配置

や地域クラブ活動を運営する事務局が必要であると考える。当町の元気アップこものスポーツクラブは法人格を有し、事務局職員を配置

しており多種目の競技にも対応できる点で、長期的に事務局の役割を果たしていくことが望まれる。

今後の
課題と
対応方針

休日の地域クラブ活動では総合型地域スポーツクラブの「元気アップこものスポーツクラブ」を事務局として、事務局内にコーディネーターを
配置する。コーディネーターを通じて、菰野町教育委員会、首長部局、学校との連絡調整が円滑に行われる体制を整備する。さらに、
事務局を通じて事業費の運用や調整、地域クラブ活動の参加者管理、地域クラブ活動参加者及び地域クラブ活動指導者の連絡調
整等を行う体制を整備していく。
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：イ：指導者の質の保証・量の確保

取組事項

地域クラブ活動指導者として元気アップこものスポーツクラブの指導者43名（1月時点）を確保することができた。地域クラブ活動指導

者の質の向上のため、年間3回の指導者研修会を元気アップこものスポーツクラブ主催で開催した。また、地域クラブ活動指導者との意

見交換会やアンケートも実施し、意見の集約を行った。地域クラブ活動指導者確保のため、地域のスポーツ団体、スポーツ少年団への情

報共有、意見交換会も実施した。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

地域クラブ活動指導者との意見交換会やアンケートを実施し、地域クラブ活動を通しての意見集約を行った。

指導者研修会の定期的な開催により、体罰、ハラスメント根絶に関して指導者の研鑽を深め、指導者の質を確保した。

元気アップこものスポーツクラブでは指導者の資質向上のため、「日本スポーツ協会公認指導者資格」の取得のための補助制度があり、

活用を促してもらっている。

特に
工夫した
事項

町内の両中学校の全部活動を地域移行させるためには、地域クラブ活動指導者が足りていない状況がある。R6年度も地域クラブ活動

の取組を継続するとともに、元気アップこものスポーツクラブの人材バンクを主とし、他団体やスポーツ少年団との意見交換を行い、指導者

の確保をめざす。

今後の
課題と
対応方針

総合型地域スポーツクラブである「元気アップこものスポーツクラブ」の人材バンクをもとに専門的な指導が可能な地域クラブ活動指導者を
両中学校の地域クラブ活動へ配置し、生徒が継続的に専門的な指導を受けることができる体制を整備する。また、実際の指導の状況
を踏まえ、継続的な指導が可能な地域クラブ活動指導者を確保する体制を整備していく。
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ウ：関係団体・分野との連携強化

総合型地域スポーツクラブの「元気アップこものスポーツクラブ」と連携し、年間3回の指導者研修会を行った。また、元気アップこものスポー

ツクラブの人材バンクをもとに専門的な指導が可能な地域クラブ活動指導者を両中学校の地域クラブ活動へ配置した。取組事項

元気アップこものスポーツクラブに所属し、日本スポーツ協会公認指導者コーチ４を取得し

ている講師により、第1回指導者研修会は「アンガーマネジメント診断」、第2回は「スポー

ツハラスメント」、第3回は「反倫理的指導」についての研修を実施した。また、第3回指導

者研修会では地域クラブ活動指導者の意見交換会を元気アップこものスポーツクラブ主

催で行った。地域クラブ活動指導者として元気アップこものスポーツクラブの指導者43名

（1月時点）を確保することができた。

取組の
成果

第1回指導者研修会（7月22日）19：00～20：30
第2回指導者研修会（11月11日）19：00～20：30
第3回指導者研修会（2月19日）19：30～21：00

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

地域クラブ活動指導者は日中に時間がとりにくいため、会議の時間設定は元気アップ菰野スポーツクラ

ブと相談し、夜間及び休日に行った。
特に

工夫した
事項

今年度の取組を通して、地域クラブ活動中に地域クラブ活動指導者と参加生徒との間の信頼関係構築には時間がかかることが分かっ

てきた。次年度以降も取組を継続させるためにも、指導者の質の確保は必須であり、指導者研修会は重要であると考える。次年度も

関係団体と連携し、地域クラブ活動指導者への研修会の場を設定していく。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：カ：参加費用負担の支援等

地域クラブ活動に係る会費の適切な設定のため、保護者アンケートを行い、ひと月当たりの許容額を調査した。以下はアンケートの内容である。

「現在、休日の部活動の地域移行への取組みは行政によって補助が出ているため無料で進められております。しかし、今後は長期的かつ継続的

な運営を図るために、指導者への謝金やお子様の保険料等で、保護者の方に費用負担が生じる可能性があります。その場合の許容額（月

額）はどのくらいですか。」

取組事項

中学生の保護者を対象とし、上記のアンケートを行った（有効回答数は501名）。

90％以上の保護者が許容額を3,000円以内としており、今後の会費負担額の検討

材料となった。R6年度は大会等においても地域クラブ活動として出場する種目を選定し、

年間の必要費算出の検討を行っていく。
取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

保護者による会費負担が今後、発生することについては、両中学校の校長を通じた学校

だより等で周知を図っている。また、リーフレットやアンケートを通して、保護者の費用負担

について周知を行った。
特に

工夫した
事項

R5年度の取組においては、大会等には学校部活動での出場を原則としていたため、完全に地域クラブ活動として運営していくための年間の必要

費用算出には至っていない。R6年度は取組を継続しつつ、大会等においても一部の活動を地域クラブ活動として参加させ、データ収集を継続し

て行っていく必要がある。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【推進協議会内で検討されたR６年度リーフレット】 【広報こもの 12月号 一部抜粋】
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２．実証内容と成果

参考資料（活動写真）

【陸上競技 ウォーミングアップ指導の様子】 【陸上競技 両中学校の生徒を集めて体つくりを指導している様子】

【指導者研修会の様子】 【卓球 地域クラブ活動指導者と参加生徒のコミュニケーションの様子】
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス令和

地域クラブ活動の

拡大

指導者の確保

●受け皿団体

特定非営利法人元気アップこものスポーツクラブ

●経過

教育委員会と社会体育を担当する課とが連携し、地域運動部

活動推進事業を通して、部活動地域移行を一部の部活動で

実証していくことを決める。指導者は特定非営利法人元気アップ

こものスポーツクラブの紹介を通して決定した。

●実施内容

菰野中学校

バレーボール部（男子）、陸上部、ハンドボール部を指定し、地

域移行の取組を先行的に実施した。

●課題等

指導者の選定

ガイドラインの徹底

指導者への研修

保護者への周知

●工夫した点 等

取組の初期は生徒や保護者の地域移行の意識も低かったため、

ガイドラインの徹底や、保護者周知に努めた。また、指導者の意

識向上のための研修も行った。

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

●受け皿団体

特定非営利法人元気アップこものスポーツクラブ

●経過

R3年度からの地域運動部活動推進事業を発展させ、両

中学校の全運動部活動を対象とした地域移行の取組をス

タートさせる。

●実施内容

元気アップこものスポーツクラブを事務局とし、菰野中学校と

八風中学校の21部活動を対象とした地域クラブ活動をス

タートさせる。

●課題等

指導者の不足

指導者と顧問の連携

指導者と生徒の関係形成

施設管理（鍵の管理等）

●工夫した点 等

指導者と顧問が一緒に指導する時間を設けることで、生徒

や指導の情報を共有することができた。生徒との橋渡し的存

在として顧問が動くことで、関係構築を図った。研修会も年

間3回開催し、指導者の質の確保にも努めた。

●受け皿団体

特定非営利法人元気アッ

プこものスポーツクラブ

●予定

両中学校のサッカー部の休

日の活動を完全に地域へ

移行し、大会等も地域クラ

ブ活動として出場させる。

年間を通じた参加費用の

算出、指導者の確保を進

める。

拠点校を拡大、地域クラブ活動を拡大

指導者の確保

地域スポーツクラブ活動体制整備事業（1年目）

受け皿団体や指導者の
選定、拠点校の選定
地域運動部活動推進
事業（1年目）

学校現場との調整
ガイドラインの徹底
地域運動部活動推進
事業（2年目）
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３．今後の方向性

地域連携・地域移行の推進に向けた今後のロードマップ

国の改革推進期間である令和５～７年度を次のフェーズに設定し、移行パターンを実

践する。 

 

 

 

 

【フェーズ１】 地域移行のパターンが実践可能な学校（部）を選定 

町及び関係団体と連携のうえ、指導者を配置し、指導を実践及び課題抽出、事業検証の

実施 

【フェーズ２】 フェーズ１のノウハウを活かし、更なる事業を展開し、地域移行のスタイ

ルを確立する 

 ※令和５～７年度の実績を基に、令和８度の「休日の完全地域移行」を目指す。 

フェーズ１ フェーズ２ 

ス
タ
イ
ル
の
確
立 

令和８年度の



【三重県四日市市】
令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
（運動部活動の地域移行に向けた実証事業）

自治体名 三重県四日市市

担当課名 教育委員会指導課

電話番号 059-354-8256



2

１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

〇市内22中学校には、約200の運動部活動がある。しかし、少子化による生徒数の減少、それに伴う教職員数の減少により、令和元年から１０部活ほどが休部なら

びに廃部となっている。また、複数の教員で部活動の顧問をすることが困難になってきている。生徒数の減少により、競技によっては単一校で試合に参加することができな

い学校も増えてきており、合同チームによって試合参加が可能となる現状がある。

〇主な取り組みの柱として、①～③の３つを柱として地域連携・移行に取り組んでいる。

①部活動指導員配置支援事業による学校部活動と地域の連携

②総合型地域スポーツクラブによる、中学校部活動の地域移行

③各競技団体協会主催による、休日練習会の開催

人口 308,248人 部活動数 201部活

公立中学校数 22校 市区町村の協議会・検討会議
等の設置状況

設置済

公立中学校生徒数 7,499人 市区町村の推進計画・ガイドラ
イン等の策定状況

策定済
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２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール

▼運営体制図（市区町村における推進体制図） ▼行政組織内での役割分担

⚫ 教育委員会（指導課）

各団体との連携、委託契約の締結、契約に基づく事業の指導助言、

報告の受理および委託費の支払い等、実質的運営に関わる事務全

般

⚫ 首長部局（スポーツ課）

「四日市市部活動在り方検討会」への参画

●運営体制図（四日市市）

総合型地域スポー
ツクラブ

（3クラブ）

市立中学校
3校

四
日
市
市

業務委託 地域クラブ活動
へ参加

各競技団体協会
（２団体）

市内中学校
対象生徒

⚫ 教育委員会（学校教育課）

教職員の兼職兼業について、兼職兼業の許可を含めた適切な勤務管

理について提案、周知する

時期 事項
4月 総合型地域スポーツクラブ拠点校における実施、拠点型活動の活動開始（剣道、野球、吹奏楽）
5月 市内スポーツ協会・各種競技団体、総合型地域スポーツクラブとの会議①

市役所内ワーキング部会①（教育委員会 スポーツ課 文化課）
６月 第１回検討会の開催（方針の確認）
８月 市内スポーツ協会・各種競技団体、総合型地域スポーツクラブとの会議②
9月 市役所内ワーキング部会②（教育委員会 スポーツ課 文化課）
11月 市内スポーツ協会・各種競技団体、総合型地域スポーツクラブとの会議③
12月 中間検査対応
1月 第2回検討会の開催（進捗状況の報告等、中間まとめ、検討事項の精査等）
2月 第3回検討会議の開催（成果報告）
３月 事業完了報告書・成果報告書等の作成
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

拠点校数 ３校 地域クラブ活動に取り組んだ種目 陸上競技、バレーボール、サッカー、軟式野球、ソフトテニス、バスケットボール、卓球、剣道、

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

３９部活

拠点校名 四日市市立楠中学校

地域クラブ活動に移行
した部活動数

６部活

地域クラブ活動で実施
した種目

陸上競技、バレーボール、軟式野球、ソフトテニ
ス、卓球、サッカー

運営主体名 楠スポーツクラブ

運営類型 地域スポーツ団体等運営型（総合型地域ス
ポーツクラブ運営型）

１か月あたりの平均的な
活動回数

各競技：月4回～10回程度

指導者の主な属性 地域指導者

活動場所 四日市市立楠中学校

主な移動手段 自転車・徒歩

１人あたりの参加会費等
（年額）

なし

１人あたりの保険料 スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

指導者１人あたり：1,850円/年

▼活動概要 ▼運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

主な取組例

●運営体制図（四日市市）

楠スポーツクラブ
楠中学校
生徒

四
日
市
市

業務委託 地域クラブ活動
へ参加
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ア．関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

総合型地域スポーツクラブの３クラブと拠点型として取り組む競技団体の３団体の運営体制の整備や人材確保など、持続可能な運営ができる

組織体制の整備を行う。取組事項

各団体の業務として、以下のようなものに取り組むことについて合意形成を図り、各団体の運営体制の整備を行うことができた。

（１）指導者マネジメント・・・指導者確保、指導者に対する指導、研修

（２）指導者謝金、交通費管理・・・指導日、時間の確認、指導者交通費の確認、指導者謝金等に対する源泉徴収処理

（３）運営費管理・・・予算内において、指導者謝金、交通費、会場費、消耗品費等の管理

（４）会場確保・・・拠点型においては、学校施設以外の利用の際、予約、支払い手続き等の処理

また、行政側の主管担当である教育委員会指導課においては、以下のような業務にあたり連絡調整・指導助言体制の整備を行うことがで

きた。

（１）国の実証事業への報告文書作成・・・各地域クラブが作成した書類を確認し、県教委へ報告

（２）予算の確保について・・・次年度予算に向け、今年度の実績を基に予算を作成

（３）指導員関係等業務・・・月報告の処理、新規指導員への指導の支援等

（４）各地域クラブとの連絡、業務等の日常的な確認

（５）今後の地域移行拡充に向けた市内全域への調査等

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

事業拡大に伴い、業務量が増加し、教育委員会指導課の他業務に支障をきたす状況がある。また今年度の国の実証事業の建付けと現場レ

ベルの実態が一致せず、各実施団体に対応の負担を強いることもあった。また年度予算作成時点では、各地域クラブの課題が十分に把握でき

ず、予算に反映することができなかった。あわせて国として、市としても行政の事業をいつまで行うか、どの規模で継続していくかの予測が困難であり、

行政とは別の財源の柱を模索する必要がある。市内全校児童生徒（小学校高学年、中学生）とその保護者、中学校教員、スポーツ・文化

活動、指導に携わる指導者等への調査について、教育委員会指導課では、困難である。

来年度、詳細な現状把握に向けて外部委託による調査研究を実施し、それに基づく現状把握をベースに対応策を実施していく。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：イ：指導者の質の保証・量の確保

人材の発掘・マッチング・配置に関する取組として、スポーツ協会、競技団体等と連携し、指導者を確保する。

取組事項

今年度、指導者人材の発掘・配置についての枠組みは確立できていない。実際の人材確保についてはそれぞれの実施運営団体に委託して

いる。総合型地域スポーツクラブについては、地域の少年団等で指導を行う指導者を中心に中学生の指導にあたった。拠点型活動について

は、各競技団体、協会等から指導者を確保し、中学生の指導にあたった。指導を希望する教員については、兼職兼業届を提出し、指導を

行った。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

今年度は取り組みの初年度だった団体もあり、指導者の確保に時間を要し実際の指導活動開始が遅れたこともあった。団体内で指導者を確

保していく方針は変わらないが、人材発掘・確保の段階での課題がある場合は各団体と連携し、その解決策を模索する。

指導者の質の確保においては、指導者マニュアルを教育委員会が作成し、提供した地域クラブもある。来年度以降も、初年度の取り組みの団

体にはそのような案内を実施し、団体として指導者の質の確保を自立して進めていけるための支援を行う。

今後の
課題と
対応方針



7

２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ウ：関係団体・分野との連携強化

スポーツ協会、各競技団体、協会等と連携に関する取組として、民間施設の利用などについて連携する。

取組事項

各総合型地域スポーツクラブ、各競技団体、協会等との連携を進める中で、施設・設備・備品等の利用についての必要性について挙がること

はあったものの、実際の施設利用の取り決めなどを首長部局が策定するには至らなかった。また、備品等については、管理場所等の確保（学

校施設内に倉庫等を設置する。）が困難であったため、次年度以降の課題となった。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

市の部活動在り方検討会での協議をもとに、地域移行推進ワーキンググループでの実務において、市内運動施設の利用について、予約方法、

廉価な価格設定など、実際にどのような規約を作成すべきか、スポーツ課、スポーツ協会、各競技団体、協会と協議を進める。今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：エ：面的・広域的な取り組み

拠点型活動（剣道、軟式野球）において、複数の中学校の生徒が、１か所あるいは、複数個所に集まり活動を行う。

取組事項

剣道、軟式野球の両方において、毎回約50名ずつが参加し、専門的指導を受けら

れる機会が増加した。月に1回程度、市内の全剣道部・軟式野球部を休みとし、顧

問教員合計約60名（剣道8校×顧問2名+軟式野球22校×顧問2名）が休養

を取ることが可能となった。そのことで、1年間で約2,880時間（60名×1回4時間

×12回実施）の勤務時間縮減につながった。

また、練習会に参加した生徒の満足度については、およそ9割の生徒が、本活動に

対し満足もしくはやや満足という回答をしている。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

各競技団体協会主催による、休日練習会の開催」については、練習会開催日は、市内中学校の同種の部活動は休日とし、参加生徒の活動

の場を保障するとともに、教員の働き方改革につなげた。

特に
工夫した
事項

月ごとの事務処理量、会計管理、指導者謝金等に対する源泉徴収処理、会場確保等、事務負担が非常に大きい。兼職兼業の職員または

教職員が限られた時間と専門性の中で対応するには限界があるため、団体内のマネジメント機能の向上または人員の確保が必要である。今後

に向けて、事務処理全般にあたる人員確保のための予算準備を行うとともに、行政からの支援・助言を的確に行うことが必要である。

また、今年度市内２団体であった活動競技団体を増やし、より多くの種類の競技における、より多くの生徒の活動機会の確保につなげる。

今後の
課題と
対応方針

59%
32%

4%
0% 5%

地域クラブ活動満足度

満足

やや満足

どちらでもない

やや不満

不満
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：オ：内容の充実

生徒の多様なニーズに応じた取組として、総合型地域スポーツクラブと連携し、生徒の志向に適したスポーツや文化活動に親しむ機会の確保に取

り組む。
取組事項

３つの総合型地域スポーツクラブで、合計１８名の指導者が指導に当たり、その分中学生が専門的指導を受けられる機会が増加した。その内

１つのクラブについては、連携する拠点となる中学校の７部活動のすべての活動をカバーする取り組みが可能となり、全校生徒の活動の場を確

保することができた。その他２つのスポーツクラブにおいても、それぞれ複数の部活動が学校から移行され活動を開始できた。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

・総合型地域スポーツクラブの活動実施において、平日の指導を行う教員との連携等の時間を総合型地域スポーツクラブが積極的に作り、各活

動の指導者間で連携の取りやすいツール（連絡ファイル、ＳＮＳ）を作り、指導を行った。

特に
工夫した
事項

指導者確保が難航し、開始時期が遅れた地域クラブもあった。地域指導者の「学校部活動」の良さの継承とともに、指導におけるリスク管理等

への不安がある。事務業務の多さが想定以上であり、それに対する対価を求める声もある。兼職兼業の職員が運営業務にあたるクラブもあり、

部活動地域移行として、教員の働き方改革の担い手としての負担にしか感じられないとの声もある。

学校、地域クラブ、教委が定期的に会議を持ち、進捗状況と課題解決を協議するケースもあったため、どのクラブにおいてもその開催を進める。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：カ：参加費用負担の支援等

地域クラブ活動に係る収支を踏まえた会費の適切な設定・徴収方法の検討や、保護者負担経費の調査・検討を関係競技団体と連携し行う。

取組事項

今年度は、実証事業の確実な実施が主たる取り組みとなり、四日市市部活動の在り方検討会での話題に保護者負担経費の件が挙がること

はあったものの、収支状況の把握ならびに会費の設定にかかる具体的な検討までは進むことができなかった。現状は行政からの委託事業費で賄

われている状況にあり、最優先課題とはなっていない。また、校内の連携・移行が進んでいる一部の活動のみ保護者負担としたりする事はできな

いため、一律に負担を求めることをせず、受益者負担以外の財源確保について、今後、協議会で検討していく。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

来年度、あらためて保護者負担経費にかかる関係者への調査を行い、負担感の限界額等の把握を進める。また、それらに基づく行政支援のあ

り方の検討を進める。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：キ：学校施設の活用等

学校の施設・設備・備品等を使用して、地域スポーツクラブ活動を実施する際の利用ルール（施設・設備・備品等の利用範囲や破損・紛失した

場合の対応、施設の開閉手段・方法を含む）を策定する。
取組事項

各総合型地域スポーツクラブ、協会等団体との連携を進める中で、施設・設備・備品等の利用については、市の運動施設開放団体規則に

則って運用している。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

市の部活動在り方検討会での協議をもとに、地域移行推進ワーキンググループでの実務において、実際にどのような施設利用における連携が可

能か、スポーツ課、スポーツ協会、各競技団体との協議を進める。

また各団体が実際に活動を展開する中で、施設等利用について課題が見つかった場合には、施設管理者と連携し解決策を模索する。

破損・紛失した場合の修繕、弁償等の対応について、現行の市所有施設の利用規定等を確認するとともに、他自治体等の先行事例を収集し、

実際の利用ルール策定に生かすこととする。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

四日市市部活動在り方検討会（協議会）資料 学校側による保護者・生徒への周知広報文書
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

拠点型活動（軟式野球）実施団体による周知広報文書
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２．実証内容と成果

参考資料（活動写真）

拠点型活動（軟式野球）活動風景 拠点型活動（軟式野球）活動風景

拠点型活動（剣道）活動風景 拠点型活動（剣道）活動風景
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

協議会設置、検

討開始

受け皿団体の選

定、拠点校の選定、

先行団体の実施

学校現場との調整

生徒、保護者への

説明

地域クラブ活動の

本格実施開始

地域クラブ活動の

拡大

●協議会構成員：外部有

識者、中学校長会代表、中

学校教頭会代表、三重県中

学校体育連盟三泗支部支

部長、三重県中学校吹奏楽

連盟会長、総合型地域ス

ポーツクラブ代表、楠スポーツ

クラブ代表、楠中学校、教職

員代表、教育委員会、スポー

ツ課

●経過：第1回令和3年11

月、第2回令和4年2月実施

●実施内容：四日市市部

活動ガイドラインの確認、総

合型地域スポーツクラブとの連

携、部活動指導員の配置に

ついて、本市における段階的

な地域移行の進め方について

等

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

●先行実施団体として、楠ス

ポーツクラブと楠中学校の連携を

令和3年に開始（令和4年は2

年目）

●まずはSC側が学校現場、部

活動の現場を知ることを重視し、

連携を開始。

●その中で、部活動指導に熱心

に取り組みたい教職員、休日に

休みをなかなか取らない教職員と

の意思疎通、実施方針の合意

形成が課題となった。

●実施内容：教員と連携し、指

導を実施。可能な活動から、指

導員が主導した練習活動を行っ

た。また、教員と指導員、SC事

務局との連携を進めるため、連絡

方法やツールの整備を開始した。

●ステークホルダー：

総合型地域スポーツクラブ３団体ー

３中学校生徒

拠点型活動２団体ー市内中学生

全員（軟式野球については野球部

所属生徒への周知）

連携校・競技に関係する教職員

活動に参加する生徒の保護者

●実施にあたって生じた課題：指導

者確保の難航による開始時期の遅

れ、地域クラブ指導におけるリスク管

理等への不安、事務業務の想定以

上の多さ 等多数

●実施内容：徐々に指導活動が

軌道に乗り、学校現場理解が進ん

でいることは継続を期待する。今後

総合型地域SCへ移行する競技を

増やすこと、拠点型活動で実施可

能な競技団体との連携の数を増や

すことを進める。

●ステークホルダー：

総合型地域スポーツクラブ４団体ー

４中学校生徒

拠点型活動４団体ー市内中学生

全員

連携校・競技に関係する教職員

活動に参加する生徒の保護者

●経過：令和5年度実証事業への

取り組みを踏まえ、5年度内に実施

団体の拡充を図った。

●実施内容：令和５年度の取り

組みを踏まえ、新たな団体に活動を

移行開始する。今後は、いまだカ

バーできていない地区・競技の生徒

への対応をどう実現するかの検討が

必要。
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３．今後の方向性

地域連携・地域移行の推進に向けた今後のロードマップ

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

部活動指導員

拠点型活動

担当課

調査研究
令和8年に向

けた整備

本市の今後の流れ

総合型クラブ

任期5年を終えたら

地域指導者へ

・総合型クラブ

・拠点型活動

・地域クラブ

4名 21名 34名

くすぽ

さんさん

うつべ

モデル実施 3活動～ ６活動 ８活動

教育委員会指導課
スポーツ課・文化課



【三重県志摩市】
令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
（運動部活動の地域移行に向けた実証事業）

自治体名 三重県志摩市

担当課名 教育委員会事務局 生涯学習スポーツ課

電話番号 0599-44-0339
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１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

志摩市には、中学校が6校あり、全生徒数は、令和5年度は943名が在校している。今後の生徒

数推移としては、令和7年度には900名以下の状況となり、そこから5年以内には800名以下になる

ことが予想されている。

現在、市内6校の部活動は38部活あるが、市町村合併前の町エリアに１～２つの中学校が点在

しており、中学校によっては部活動数が多く学校、少ない学校と差があり、運動部活動については８

種目、文化部活動については２種目の計10種目の選択肢があるが、生徒数の多い学校は、10種

目選択できるのに対し、生徒数が少ない学校は、2種目で個人種目のみしか選択できない状況と

なっている。

当市は多くの海や湾が入り組んだリアス海岸の地形であることから学校が点在しており、拠点を設け

て活動する際も「移動時間」、「移動手段」が1番の課題となっている。また、学校部活動と地域クラ

ブ活動との差となる「受益者負担」については、保護者としてメリットが見出せない場合は部活動に取

り組む子どもがさらに減少することを懸念している。「指導者確保」についても、総合型地域スポーツク

ラブや市スポーツ協会、市スポーツ少年団など各種団体と連携して取り組む必要がある。

地域連携・地域移行することで子どもたち・保護者がいかにしてメリットや楽しさを認識してもらえる環

境を確保していかなければならない。

人口 45,114人 部活動数 38部活

公立中学校数 6校 市区町村の協議会・検討会議
等の設置状況

設置済

公立中学校生徒数 933人 市区町村の推進計画・ガイドラ
イン等の策定状況

策定に向けて準備中
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２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール

▼運営体制図（市区町村における推進体制図） ▼行政組織内での役割分担

⚫ 教育委員会（生涯学習スポーツ課・学校教育課）

・活動団体の確保

・新たな地域クラブへの補助金等支援

・指導者育成（ライセンス制度、研修）

・休日の学校部活動地域連携・地域移行の児童・生徒等への周知

・部活動ガイドライン改訂（令和5年度以降）

・指導を希望する教員の活動の場の確保

・休日の活動場所の確保

⚫ 市長部局（財政課）

・予算措置

4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 R6.1月 2月 3月

地域移行（サッカー）活動・合同練習開始

・志摩市学校部活動

在り方検討会設置

・実務者会議

・保護者説明会

・地域コーディネーター

現地調査

・第1回志摩市学校部活動

在り方検討会
・第2回志摩市学校部活動

在り方検討会
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

拠点校数 1校 地域クラブ活動に取り組んだ種目 サッカー

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

6部活

拠点校名 文岡中学校

地域クラブ活動に移行
した部活動数

6部活

地域クラブ活動で実施
した種目

サッカー

運営主体名 総合型地域スポーツクラブ クラブ志摩

運営類型 地域スポーツ団体等運営型
（総合型地域スポーツクラブ運営型）

１か月あたりの平均的な
活動回数

サッカー：月3回程度

指導者の主な属性 総合型地域スポーツクラブ登録指導者

活動場所 志摩市長沢多目的広場 他

主な移動手段 自転車、公共交通機関、保護者送迎 等

１人あたりの参加会費等
（年額）

サッカー：39,000円

１人あたりの保険料 スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

指導者１人あたり：1,850円/年

▼活動概要 ▼運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

主な取組例
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ア．関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

コーディネーター等を配置し、関係団体・市・学校等の連絡調整・指導助言等を行う。

運営団体・実施主体の運営体制の整備や人材確保などの組織体制の整備を行う。取組事項

コーディネーターについては、学校はもちろんのこと、関係団体等との連絡調整、助言指導を行うことを想定し、行政職員が主体となって課題解

決に取り組んだ。

今後、地域移行推進期間以降を視野に入れ、実施主体を教育委員会とし、

令和５年１０月に「志摩市学校部活動在り方検討会」の第１回を開催して、

現状や今後の展望など情報共有し、全体的な課題に向けて取り組んだ。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

将来的な視点で、現状の学校部活動とモデル事業として地域移行をしている総合型地域スポーツクラブと休日に限り合同練習することで、今

後サッカー種目の学校部活動を廃部として終わらせるだけでなく、希望する子どもが活動できる場を確保するための環境整備として、生徒や保

護者、この先活動を希望する小学生児童や保護者に向けて実際の活動を通じて周知を行った。

特に
工夫した
事項

現在は、サッカー１種目をモデルとして取り組んでいるが、学校部活動が現状ある部活動については、地域移行することで生徒たちに多大な負

担がかかることが予想されることから、推進期間以降の地域移行に向けた取り組み方針が必要と考えている。今後については、「志摩市学校部

活動在り方検討会」において、方向性を示していく必要がある。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：イ：指導者の質の保証・量の確保

県の人材バンクを活用し、指導者を確保する。

体育・スポーツ協会・競技団体・企業等と連携し指導者を確保する。
取組事項

現在のモデル事業であるサッカー種目については、指導者の繋がりやスポーツ協会、スポーツ少年団など関係団体を通じて連携し、確保すること

ができた。

指導者の質の確保については、県の研修動画などを活用して一定の水準を保つことができた。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

報酬等、ボランティアで活動してきた習慣が慢性化していたため、指導者が報酬をもらうための報酬と言われることが多々あったが、指導者の価

値向上のために、時間はかかるが丁寧な説明を継続して取り組んだ。

特に
工夫した
事項

指導者の質は、地域移行後どの水準を保っていくのか、ガイドライン等での制定が必要となる。また、人員確保については、動画研修など共通事

項、各種目別にも配信があれば、いつでも気軽に学ぶことができるので、「時間」と「費用」については指導者確保に大きなポイントとなると考える。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ウ：関係団体・分野との連携強化

指導者の派遣、研修教材の提供・講師派遣などについて連携する。

地域の公共交通サービスやスクールバスなどによる送迎サービスを活用して生徒の送迎を行う。
取組事項

各競技団体として、サッカー協会が独自の研修で講師派遣等して開催に取り組んだが、他の種目と連携して取り組むことができず、偏った種目

の内容で開催となった。

地域の公共交通を使用し、部活動と地域スポーツクラブと合同練習をする際に公共交通の利用して実施した。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

地域スポーツクラブの活動場所の確保や合同練習など、既存の活動場所の調整等もあり、理解を求めることも多々あったことから、公共交通の

時刻表や立地も含めて行政主導で関わって取り組んだ。

特に
工夫した
事項

公共交通機関の活用には、利用する子どもたちの行動する時間帯も早くなり、バス、タクシー会社との調整も必要となってくる。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：オ：内容の充実

学校部活動にない競技の地域スポーツ化を図り、様々なスポーツに親しむ機会の確保に取り組む。取組事項

中学校によっては、学校部活動数が少なく、部活動で取り組めない競技スポーツを親しむ機会を創出するため、総合型地域スポーツクラブが主

となって取り組んでいるが、学校から離れた総合型地域スポーツクラブへの移動や活動時間、部活動以外でも活動したいと思う意欲促進には繋

がらなかった。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

総合型地域スポーツクラブからSNSなどWEB上での情報発信等、積極的な情報発信に取り組んだ。

特に
工夫した
事項

学校単位で活動を終えてしまうのではなく、生涯通じて活動できるよう楽しめる環境の確保が必要である。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：カ：参加費用負担の支援等

地域スポーツクラブ活動に参加する困窮世帯に対して、必要な経費を支援する。

企業等からの寄付など多様な財源の在り方の検討を行う。
取組事項

民間企業等からの協力を得て必要経費を支援できるよう、商工会など経済団体を通じて、民間から支援いただくよう依頼した。
取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

「志摩市学校部活動在り方検討会」の委員に商工会長を選任し、経済団体を通じた連携・支援等を想定し、連絡調整できるように取り組ん

だ。

特に
工夫した
事項

地域移行になる際は、受益者負担が必ず必要となり、活動に取り組む子どもがさらに減少することが予想されることから、適正な価格設定や資

金面での支援を検討していかなければならない。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：キ：学校施設の活用等

学校の備品等を使用して、地域スポーツクラブの活動を実施する際の利用ルールを策定する。取組事項

学校の施設や備品等を使用できるよう行政職員が主体となり、移行する際の備品の確認や使用等について取り組んだ。
取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

ク：その他の取組

総合型地域スポーツクラブとの関わりがほとんどないことから、行政職員が主体的に関わることで、学校関係者は安心して備品等を引き継ぐことが

できる。

特に
工夫した
事項

移行する種目が増えることで各学校毎のルール等も違いがあるので、市全体のルール設定が必要である。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【志摩市学校部活動在り方検討会 資料抜粋】
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

総合型地域スポーツクラ

ブ設立準備委員会設置、

検討開始

総合型地域スポーツクラ

ブ「クラブ志摩」設立

地域クラブ活動の移行

準備開始

総合型地域スポーツ

クラブ内容共有、活

動拠点選定等

地域クラブ活動

の地域移行モデ

ル検証

●ステークホルダー

大王サッカースポーツ少年団

●経過

団員減少と大王中サッカー部

の部活動廃部

●実施にあたって生じた課題

大王地区だけでなく、阿児地

区も総合型地域スポーツクラブが

なかったことから、エリアカバーでき

るよう両地区を含めて設立を進

めた。

●実施内容、工夫した点 等

設立準備会には、市、スポーツコ

ミッションも入り、将来展望を含め

て協議した。

令和2年 令和３年 令和４年 令和５年

●ステークホルダー

大王阿児地区総合型地域ス

ポーツクラブ設立準備委員会

●経過

サッカーをする子どもたちの受皿、

環境確保

●実施にあたって生じた課題

大王・阿児地区のサッカー種

目を希望する子どもたちの受皿に

なるだけでよいのか

●実施内容、工夫した点 等

総合型地域スポーツクラブが立ち

上がるまで、市が介入して流れを

作ることとした。

●ステークホルダー

志摩市教育委員会

●経過

総合型地域スポーツクラブが市

内全地区をカバーできたことから

総合型地域スポーツクラブ連絡

会議を開催して協議

●実施にあたって生じた課題

スポーツ庁・文化庁からの提言

による情報認知不足、指導者や

地域クラブの受入体制ができて

いないこと

●実施内容、工夫した点 等

市の方針を情報共有した。

●ステークホルダー

志摩市教育委員会

学校部活動在り方検討会

●経過

サッカー種目をモデル事業として休日の部活動

地域移行をモデル事業として実施・検証

●実施にあたって生じた課題

学校部活動は現行存続している部活動がほと

んどで、移行期間を設けないと子どもたちが混乱

を招くことから既存の学校部活動との受け渡し等

調整が必要

●実施内容、工夫した点 等

学校関係者・保護者・経済団体・スポーツ団

体などを検討会に取り込み、地域課題として地

域で解決することと認識させた。
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３．今後の方向性

地域連携・地域移行の推進に向けた今後のロードマップ

志摩市・志摩市教育委員会 部活動改革スケジュール（案）



【三重県大台町】
令和５年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業
（運動部活動の地域移行に向けた実証事業）

自治体名 三重県大台町

担当課名 大台町教育委員会 教育課

電話番号 ０５９８－８２－３７９１



2

１．自治体の基本情報

基本情報

地域連携・地域移行における市区町村の現状・課題

大台町内には２つの中学校があり、それぞれ144名、34名の生徒数である。年々
生徒数が減少傾向である中学校で部活動を存続していくのは困難であり、廃止となる
部活動も少なくない。大台町部活動地域移行推進協議会を設置し、現在、実施し
ている実証事業を行い、課題、問題点を洗い出しながら、他の種目の地域移行につ
いても検討していく必要がある。
部活動では、専門以外の種目を担当することもあるが、地域移行することにより、質
の高い専門的な指導を受けることができる。さらに、質の向上、危機管理、ハラスメント
対応への対応のため、競技団体等が主催する研修会に積極的な参加を推進する必
要がある。
部活動と比較すると、地域移行の取組の方が保護者の負担が増える。そのため、町
として、財政面での支援が必要である。

人口 ８，４６３人 部活動数 ９部活

公立中学校数
２校

市区町村の協議会・検討会議
等の設置状況

設置予定あり

公立中学校生徒数
１７８人

市区町村の推進計画・ガイドラ
イン等の策定状況

策定に向けて準備中
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大台町内中学校生徒数の推移
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中学校における部活動数の推移
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２．実証内容と成果

運営体制・役割

年間の事業スケジュール

令和５年 ４月 拠点校（大台中学校）における実施準備（ソフトテニス）

地域スポーツクラブ活動の開始（ソフトテニス）

令和５年 ５月 大台町スポーツ協会での協議

教職員への意見聴取

令和５年 ７月 地域スポーツクラブ活動指導者への聞き取り

令和５年１２月 地域スポーツクラブ活動指導者への聞き取り

大台町スポーツ協会での協議

令和６ 年２月 地域スポーツクラブ活動指導者への聞き取り

事業完了報告書、成果報告書等の作成

▼運営体制図（市区町村における推進体制図） ▼行政組織内での役割分担

⚫ 教育委員会（教育課 学校教育係）

中学校部活動との調整

中学校との調整

保護者へのアンケートの実施

⚫ 教育委員会（教育課 社会体育係）

大台町部活動地域移行推進協議会の開催

各種スポーツ団体との調整

財源の確保

大台町スポーツ協会

学校 大台町教育委員会

指導員の派遣

連携（情報共有、調査等）

受け入れ団体報告

受け入れ団体
の確保
（依頼）
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の運営実績

拠点校数 １校 地域クラブ活動に取り組んだ種目 ソフトテニス

地域クラブ活動に取り
組んだ部活動数

１部活

拠点校名 大台中学校

地域クラブ活動に移行
した部活動数

１部活

地域クラブ活動で実施
した種目

ソフトテニス

運営主体名 大台町ソフトテニス協会

運営類型 地域スポーツ団体等運営型
（体育・スポーツ協会運営型）

１か月あたりの平均的な
活動回数

ソフトテニス：月６回程度

指導者の主な属性 元教員（ソフトテニス部顧問）

活動場所 大台中学校テニスコート

主な移動手段 保護者の送迎

１人あたりの参加会費等
（年額）

ソフトテニス：１，０００円

１人あたりの保険料 スポーツ安全保険
生徒１人あたり：800円/年

指導者１人あたり：1,850円/年

▼活動概要

▼運営体制図（地域クラブ活動を実施する際の運営体制図）

主な取組例

大
台
町

大
台
町
ス
ポ
ー
ツ
協
会

ソフトテニス
協会

大
台
中
学
校

宮
川
中
学
校

指導者の紹介等の事業協力
地域クラブ
への参加
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ア．関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

指導員と学校顧問等と連携を密にとり、部活動を安全かつ計画的に実施できるよう発生した課題の把握・対応をし、持続可能な体制整備づ
くりを行う。
大台町部活動地域移行推進協議会を設置し、町スポーツ協会、町スポーツ少年団、スポーツ推進員、他市町関係団体との連絡調整、指導
助言を行う。

取組事項

大台町教育委員会、大台中学校、部活動指導員が密に連携をとり、常日頃から取組内容について情報共有を図った。指導員が平日は大

台中学校のスクール・サポート・スタッフとして勤務していることもあり、関係者との連絡調整体制が整っている。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

指導者が平日は大台中学校のスクール・サポート・スタッフとして勤務をしていることもあり、中学校の部活動への参加する機会があり、学校部

活動と地域部活動の連携がスムーズに取れた。
特に

工夫した
事項

地域移行する際の指導者不足を解消するため、大台町部活動地域移行推進協議会を設置し、各種スポーツ団体と人材の確保を行う。今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：イ：指導者の質の保証・量の確保

日本スポーツ協会公認スポーツ指導者等の資格の取得を推進する。
町スポーツ協会等との連携を強化し、人材の確保に努める。取組事項

日本スポーツ協会公認スポーツ指導者の資格取得のための働きかけを行った。また、三重県スポーツ協会等が主催する研修会等に情報提

供を行ったが、参加には至らなかった。

町内で指導者を増やすことにより、大台町スポーツ協会主催の研修会を実施するなどの工夫をし、より質の高い指導ができるように研修に参

加しやすい環境を作っていきたい。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

指導者資格の取得にかかる経費は、受益者負担となっており、財政面での支援が必要と考える。

指導者の高齢化などにより指導者の確保が必要となる。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：ウ：関係団体・分野との連携強化

町スポーツ協会、町スポーツ少年団、スポーツ推進員及び行政で組織する大台町部活動地域推進協議会を設置し、連携の強化を図る。

取組事項

大台町スポーツ協会には、町スポーツ少年団、スポーツ推進員も所属しており、これまで同様に連携強化を図った。部活動地域移行について

は、スポーツ少年団で育成した選手が中学校に進学したらどうなっていくか不安の声もあり、関係団体への情報提供も含め、地域移行へのイメー

ジを持ってもらえる取組が必要と感じた。取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

現在、それぞれの団体が集まる場はあるが、部活動地域移行に特化した集まりの場がないのが現状である。部活動推進協議会を設置し、学

校、各種団体、行政との連携をさらに密にしていく必要がある。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：エ：面的・広域的な取り組み

生徒の減少により、団体競技ではチームが成立しないことも想定される。地域移行することにより、学校の枠を超えた活動ができ、生徒も確保し

やすくなる。
取組事項

大台町ソフトテニス協会には、大台中学校だけでなく、同じ町内にある宮川中学校の生徒も参加しており、町内全域の取組として実施すること

ができた。

地域移行していないスポーツについては、スポーツ少年団の活動を通じて、町内のみの活動ではなく、広域的な活動となっている。取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

生徒の減少により、２年後に４つの部活動が廃止となる。廃止後、地域移行をした場合でも団体競技ではチームを存続するのは困難であり、

広域的な取組を進める場を作る必要がある。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：オ：内容の充実

生徒の志向や体力等の状況に適したスポーツに親しむ機会の確保を行うため、なるべく多くの種目が地域移行できるよう検討していく。

取組事項

現在は、ソフトテニスのみの地域移行ではあるが、他のスポーツ競技からも地域移行への相談があった。大台中学校では、部活動の廃止が決

定している競技もあり、保護者等と協議を行った。さらに、保護者や関係者の不安をなくすためにも、どういう活動になっていくかの方針を決め、ス

ポーツに親しむ機会の確保に努めていく必要性を感じた。取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

部活動にない種目についても関係者と協議をし、地域移行を検討していく必要がある。今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：カ：参加費用負担の支援等

保護者への負担が大きくなるため、大台町部活動地域移行推進協議会内で補助金等の財源を検討していく。

取組事項

大台中学校の部活動が行われる時は、スクールバスを活用し、地域部活動に参加することができ、保護者の負担軽減を図った。現在は、ソ

フトテニスのみの地域移行であるが、競技により、費用の負担が変わってくるので、検討の必要性を感じた。部活動と比較すると参加者の費用

負担が増えることも想定されることから、自治体としての支援方法の示していく必要性を感じた。取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

自宅から活動拠点である大台中学校までの距離が２０ｋｍを超える生徒もいる。大台町では、学校の通学にスクールバスを活用しており、

他の部活動がある場合は、スクールバスの使用も認めている。
特に

工夫した
事項

活動に対して費用負担軽減は行っていない。地域移行がスムーズに進むためにも補助金の創設など自治体が支援できる体制を検討する必要

がある。

今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

取組内容

▼取組項目名：キ：学校施設の活用等

学校の施設・設備・備品等を使用する。また、町体育施設を使用する際は、減免とし、財政面での負担軽減を図る。

取組事項

大台中学校テニスコートを活用し、地域部活動を実施することができた。また、雨天時には、町内体育施設を利用した。町内体育施設の使用

にあたっては、使用料を減免し、財政面の負担軽減を図った。

取組の
成果

ア：関係者との連絡調整・指導助言等の体制や運営団体・実施主体の整備

イ：指導者の質の保証・量の確保

ウ：関係団体・分野との連携強化

エ：面的・広域的な取り組み

オ：内容の充実

カ：参加費用負担の支援等

キ：学校施設の活用等

地域内で施設の利用を競合することもなく、スムーズに活動を行うことができた。

特に
工夫した
事項

学校施設の利用については、大きな課題もなく、引き続き、活動がスムーズにできるよう連携を密にしていく。今後の
課題と
対応方針
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２．実証内容と成果

参考資料（アンケート結果、広報物、協議会等で使用した資料の抜粋等）

【教職員へのアンケート結果】 【教職員へのアンケート】

6

11

0 2 4 6 8 10 12

心当たりがある

心当たりがない

地域移行に向け、指導者に心当たり

はありますか。

現在、部活動を顧問している教職員に対し、今後、地域移
行していくための人材についての調査を実施した。現状として、
地域クラブで活動しているソフトテニス以外の部活動では、外部
人材に心当たりがない状況であった。

17

10

6

5

1

0 5 10 15 20

指導者の確保

平日と休日の指導者が変わること

費用負担

教員以外が指導すること

トラブルへの対応方法

休日の部活動を地域移行する際の課題

は何ですか。

全ての教職員から、「指導者の確保」が課題ということがわかっ
た。また、平日と休日の指導者が変わることによる生徒への混
乱が心配されることも課題である。大台町スポーツ協会、既存
団体等との連携強化が必要。
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２．実証内容と成果

参考資料（活動写真）

【個々に応じた基礎指導】 【大会引率の様子】

【個別指導の様子】 【全体指導の様子】
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２．実証内容と成果

地域スポーツクラブ活動の実施に至るまでの合意形成プロセス

地域クラブ活動

の開始

地域クラブ活動

の継続

地域クラブ活動

の継続

記載例）生徒、

保護者への説明

地域クラブ活動

の拡大

地域クラブ活動

の拡大

●スポーツ協会との調整

●学校との調整

●指導者の確保

●経過

地域移行前から大台町ソフトテニス協会では、小学生、中学生

を対象としたソフトテニス活動を実施。地域移行実施にあたり、学

校とソフトテニス協会が協議をし、地域移行実施に至った。

●実施にあたって生じた課題

既存の組織があり、大きなトラブル、課題もなく、スムーズに地域

移行の実施となった。

●実施内容

拠点施設である大台中学校テニスコートでの基礎練習、応用

練習。対外試合の実施。対外試合を通じて、個々の課題を洗い

出し、課題克服に向けて活動を実施。

令和３年 令和５年 令和７年 令和８年

● 地域運動部活動推進協議

会の設置

● 地域移行拡大に向けて、ス

ポーツ協会等での情報共有

● 地域移行に向けての課題の

洗い出し

● 指導者の確保及び質の向

上

● 取組内容

ソフトテニスについては、基盤が

あり、スムーズに移行できたが、

基盤のない競技について、地域

移行を進めるための協議を進め

ていく。

● 地域運動部活動推進協議

会の開催

● 地域移行拡大に向けて、ス

ポーツ協会等での情報共有

● 地域移行に向けての課題の

洗い出し

● 指導者の確保及び質の向

上

● 取組内容

中学校で部活動が４クラブ廃

止となる。地域移行の必要性も

含めて、協議を進める。
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３．今後の方向性

地域連携・地域移行の推進に向けた今後のロードマップ

大台町教育委員会 部活動改革スケジュール（案）

R8

運
動
部
活
動
の
地
域
移
行
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